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口腔機能向上関連の Q&A について 

 

 

【生活機能評価（基本チェックリスト）関係】 

Ｑ1：反復嚥下唾液テスト(RSST)を医師以外の者が実施してよいか。 

Ａ：反復唾液嚥下テストについては、基本的には診療の補助として保健師や看護師も実施

することは可能である。ただし、誤嚥の可能性がきわめて高いなど当該テストを受ける

高齢者の状態によっては、医師または歯科医師が直接実施することが適当と考えられる。 

（平成18年5月2日付、老健局老人保健課事務連絡） 

 

 

【特定高齢者の把握・決定関係】 

Ｑ2：「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プログラムの基準に該当しない場合で

あっても、運動器の機能向上プログラム、栄養改善プログラム、口腔機能の向上プログ

ラム等の対象として良いか。 

Ａ：①「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プログラムの基準は、特定高齢者を

決定するための基準であり、特定高齢者の決定後に実施する介護予防ケアマネジメ

ントにおいては、当該基準に該当しない介護予防プログラムであっても、課題分析

（アセスメント）の結果に基づき、適宜、介護予防ケアプランに加えても差し支え

ない。 

②なお、この場合であっても、課題分析（アセスメント）において支援の必要性が認

められることが条件であり、例えば、全く栄養状態に問題がない高齢者を、栄養改

善プログラムに参加させることは適当でない。 

（平成 18 年 8 月 3 日付、老健局老人保健課事務連絡） 

 

 

【口腔機能向上加算】 

Ｑ3:口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下している者

又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象と

なるか。 

Ａ：例えば、認定調査票のいずれの口腔関連項目も「１」に該当する者、基本チェックリ

ストの口腔関連項目の１項目のみが「１」に該当する又はいずれの口腔関連項目も「０」

に該当する者であっても、介護予防ケアマネジメント又はケアマネジメントにおける課

題分析にあたって、認定調査票の特記事項における記載内容（不足の判断根拠、介助方

法の選択理由等）から、口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者

については算定できる利用者として差し支えない。 

同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記すべき事項の記載
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内容等から口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者、視認によ

り口腔内の衛生状態に問題があると判断される者、医師、歯科医師、介護支援専門員、

サービス提供事業所等からの情報提供により口腔機能の低下している又はそのおそれ

があると判断される者等についても算定して差し支えない。 

なお、口腔機能の課題分析に有用な参考資料（口腔機能チェックシート等）は、「口

腔機能向上マニュアル」確定版（平成 21 年 3 月）に収載されているので対象者を把握

する際の判断の参考にされたい。 

（平成 21 年 3 月 23 日付、老健局計画課・振興課・老人保健課事務連絡） 

 

Ｑ4 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護（通所介護）の口腔機能向 

上サービス提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。（各資格者 

は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うことと 

されている。） 

Ａ：介護予防通所介護（通所介護）で提供する口腔機能向上サービスについては、ケアマ 

ネジメントにおける主治の医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清 

掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある。 

（平成 18 年 3 月 22 日付、老健局老人保健課事務連絡） 

 

Ｑ5：言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても 

加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどう 

か。 

Ａ：口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリ 

テーション事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員（労働者派遣法 

に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。）が行うものであり、 

御指摘のこれらの職種の者の業務を委託することは認められない。（なお、居宅サービ 

スの通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算についても同様の 

取扱いである。） 

（平成 18 年 3 月 22 日付、老健局老人保健課事務連絡） 

＊著者注 回答は委託や派遣では認められないことを示しており、口腔機能向上サー

ビスを担当する常勤の専門職種が必須であることを示していない。専門職が非常勤

（労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。）

であっても加算は認められる。 

 

Ｑ6：口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家

族の自署又は押印は必ずしも必要でないと考えるが如何。 

Ａ：口腔機能向上サービスの開始又は継続の際に利用者又はその家族の同意を口頭で確認
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し、口腔機能改善管理指導計画又は再把握に係る記録等に利用者又はその家族が同意し

た旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。 

（平成 21 年 3 月 23 日付、老健局計画課・振興課・老人保健課事務連絡） 

 

 

※ 口腔機能向上関連の Q&A は今後も発出される可能性があるので、口腔機能向上サービ

スの提供にあたり、取扱いに充分留意されたい。 
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先駆的事例提示 
 

 

 

 

１．本事業の特徴 

① 神奈川県の半分という広域な面積の地域に、地域包括支援センターが一つしか設置されていない

にも関わらず、地域に密着したサービス提供が行われている。 

② 対象高齢者に農業者多いことから、事業運営に農繁期との兼ね合い（冬期の実施）を考慮し効果

的に行われている。 

③ 豪雪地域を含んでいることから、冬期の交通機関の便が悪化し、住民は行動範囲が制約され、閉

じこもり傾向があるが、公用車での送迎にて効果的なサービス運営が可能となっている。 

２．自治体の概要 

【由利本荘市の特徴】由利本荘市は、南に標高 2,236 メートルの

秀峰鳥海山、東に出羽丘陵を背し、中央を 1 級河川子吉川が貫流

して日本海にそそぎ、鳥海山と出羽丘陵に接する山間地帯、子吉川

流域地帯、日本海に面した海岸平野地帯の 3 地帯から構成されて

いる。面積は県内最大（秋田県の面積の十分の一）で、神奈川県の

面積の半分に当たる。気候は、県内では比較的温暖な地域だが、『由

利本荘沿岸』『由利本荘内陸』では大きく異なり、山間部は豪雪地

域である。（最深積雪 本荘地域：５２cm 矢島地域：１３７cm）  

【人口】88,702 人（平成 20 年度） 

【高齢化率】27.9％ 

３．事業の体制づくり 

【事業開始のきっかけ】本地域は農業に従事している高齢者が多い。春から秋までの期間は農繁期で、

定期的な教室運営は困難であり、またこの時期は体も動かす頻度が高い時期でもある。一方、冬期は

農作業も激減し、積雪量も多くなり、交通機関も整備されていないことから家に閉じこもりがちにな

ることが以前から問題視されていた。 

【事業の推進体制】地域包括支援センターは市直営で１ヵ所設置され、その他に２地域にサブセンタ

ーを設置した。（平成 18 年 4 月）介護予防事業の実施は本荘保健センター（市健康管理課）と 7 箇

所の保健センターが、一般・特定高齢者施策を行っている。口腔機能向上サービスには、秋田県歯科

医師会、秋田県歯科衛生士会が協力している。 

 

 

 

事例：秋田県由利本荘市の事例 

豪雪地域での冬期閉じこもり回避も視野に入れた包括的な事業 


